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弊社の後付け部品の騒音防止装置（マフラー）に不具合があることが判明したため、以下の

とおり自主改善を実施いたしますので、ご報告申し上げます。 

 

自主改善開始日 平成 28 年 12 月 1 日 

不具合の内容 トヨタエスティマハイブリッド、ガソリン４ＷＤ用として設定した後付け部品の騒音防

止装置（マフラー）を平成２２年４月１日以降に製作されたエスティマハイブリッド

へ取り付けた場合、マフラーの性能確認ができず保安基準への適合性が判断で

きないおそれがある。 

自主改善の内容 平成２２年４月１日以降に製作されたトヨタエスティマハイブリッドへ装着されて

いる場合は、正規品と交換する。 

クレーム件数 １件 

事故の有無 無し 

使用者に周知 

させるための 

措置 

・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 

・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 

・自社のホームページに自主改善情報を掲載する。 

 

対象の製品名 部品番号 自主改善対象部品の出荷時期 
自主改善 

対象数 
備考 

ＴＲＤ 

ハイレスポンス 

マフラーＶｅｒ．Ｓ 

MS153-28019 
平成 22 年 6 月 22 日～ 

平成 28 年 8 月 9 日 
344 

平成 22 年４月１日

以降に製作された

トヨタエスティマハイ

ブリッドへの装着に

限る 

 合  計 344※ 

 
※平成２２年４月１日以前に製作されたハイブリッドおよびガソリン４ＷＤへ装着されたものを含む。 

 



[現行] 性能等確認済表示   [変更後] 性能等確認済表示

注意： は交換部品を示す。

改善の内容

平成２２年４月１日以降に製作されたトヨタエスティマハイブリッドへ装着されている場合は、
正規品と交換する。

改善箇所説明図

トヨタエスティマハイブリッド、ガソリン４ＷＤ用として設定した後付け部品の騒音防止装置

（マフラー）を平成２２年４月１日以降に製作されたエスティマハイブリッドへ取り付けた場合、

マフラーの性能確認ができず保安基準への適合性が判断できないおそれがある。

騒音防止装置（マフラー）

基準不適合発生箇所


